
毎週木曜日・19時まで（祝祭日・年末年始を除く）

　市庁舎本館市民課と各総合支所市民福祉課では、毎週木曜日に次の窓口業務を延長して
行っています。なお、下記以外の窓口業務は、通常どおり17時15分までです。

印鑑登録、戸籍謄本・戸籍抄本・住民票・印鑑証明書の交付。詳しくは、市庁舎本館市民課
市民係（内線2424）へ。

■下水道の供用開始区域
森戸、川北、玉津、横黒下、横黒西、市塚新街、市塚
船屋東南、船屋東北　各一部区域

明神木、若水町、中町小川、加茂町、広見町、若葉町東
若葉町西、寿町　各一部区域

宵の原、中の段、日明、楠、中西、北組、土居内、東原
新出、棚林　各一部区域

堀の内、西原、池の内、戻川、戻川住宅　各一部区域

北新田、常盤巷、北浜南　各一部区域

下喜多川北、八丁、古川、富士見町、王子町　各一部区域

禎瑞上、禎瑞中　各一部区域

西田、西泉東、西泉中、西泉西、楢木西、野々市西
各一部区域

上町、西町、西の原、下町、末長、野部里　各一部区域

国安の一部区域

今井、池田、願連寺、久妙寺　各一部区域
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